
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

（
法
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
三
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
三
十
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
〜
ハ

（
略
）

イ
〜
ハ

（
略
）

ニ

役
員
の
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
役
員
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認

知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

（
新
設
）

ホ

役
員
が
未
成
年
者
で
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

ニ

役
員
が
未
成
年
者
で
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
が
個
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書

並
び
に
当
該
法
定
代
理
人
の
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当
該
法
定
代
理
人
が
精

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ

る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）

当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
が
個
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書

当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

る
書
類
（
法
定
代
理
人
の
役
員
が
未
成
年
者
で
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。）に
係
る
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
書

類
又
は
当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
（
個
人
に
限
る
。
以
下
こ
の

に
お
い
て
同
じ
。）の
住
民
票
の
写
し

及
び
履
歴
書
並
び
に
当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
の
精
神
の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
（
当

該
役
員
の
法
定
代
理
人
が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
認
知
、
判
断
又
は
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）

当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合

当
該
法
定
代
理
人
に
係
る
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

る
書
類
（
法
定
代
理
人
の
役
員
が
未
成
年
者
で
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
営
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い

場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。）に
係
る
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
書

類
又
は
当
該
役
員
の
法
定
代
理
人
（
個
人
に
限
る
。）の
住
民
票
の
写
し
及
び
履
歴
書
を
含
む
。）

ヘ
〜
リ

（
略
）

ホ
〜
チ

（
略
）

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
六
号

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に

係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





（
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
変
更
等
の
届
出
）

（
変
更
等
の
届
出
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

指
定
医
療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
、
指
定
助
産
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
等
」
と

い
う
。）は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九

条
、
健
康
保
険
法
第
九
十
五
条
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
医
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
、
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
七
条
第
一

項
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第
八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第

一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
三
項
、
第
百
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四

条
の
六
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
十
九
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
一
項

若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

第
十
四
条
第
一
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
二
項
又
は
柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載

し
た
届
書
に
よ
り
、
十
日
以
内
に
、
法
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の

指
定
を
し
た
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
医
療
機
関
、
指
定
介
護
機
関
、
指
定
助
産
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
（
以
下
「
指
定
医
療
機
関
等
」
と

い
う
。）は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
十
四
条
、
第
二
十
八
条
若
し
く
は
第
二
十
九

条
、
健
康
保
険
法
第
九
十
五
条
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
、
医
師
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二

号
）
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
介
護
保
険
法
第
七
十
七
条
第
一
項
、
第
七
十
八
条
の
十
第
一
項
、
第

八
十
四
条
第
一
項
、
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
二
条
、
第
百
三
条
第
三
項
、第
百
四
条
第
一
項
、

第
百
十
四
条
第
一
項
、
第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
、
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
、第
百
十
五
条
の
十
九
第
一
項
、

第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
一
条
第
二
項
又
は
柔
道

整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
処
分
を
受

け
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
に
よ
り
、
十
日
以
内
に
、
法
第
四
十
九
条
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一

項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
指
定
を
し
た
地
方
厚
生
局
長
又
は
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
十
三
条
の
三
の
二

法
第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害

に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
又
は
不
同
意
の
意
思
表
示
を
適
切
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認

知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
新
設
）

（
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
）

第
二
条
の
六
の
二

法
第
四
十
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
六
条
の
六
第
六
項
及
び
第

百
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
精
神

の
機
能
の
障
害
に
よ
り
職
務
を
適
正
に
執
行
す
る
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
新
設
）

令和元年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
食
鳥
処
理

の
事
業
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

と
す
る
。

（
新
設
）

第
二
条
の
二

（
略
）

第
二
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
関
係
）

（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
関
係
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

（
略
）

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
三
条
第
一
号
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
精
神
保
健
福
祉
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
）

（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
範
囲
）

第
一
条
の
二

法
第
七
条
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
一
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
一
号
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

２
〜
９

（
略
）

（
死
亡
等
の
届
出
）

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
十
六
条

精
神
保
健
福
祉
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
者
は
、
遅
滞
な
く
、
精
神
保
健
福
祉
士
登
録
証
を
添
え
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
六
条

精
神
保
健
福
祉
士
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
精
神
保
健
福
祉
士
又

は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、

遅
滞
な
く
、
精
神
保
健
福
祉
士
登
録
証
を
添
え
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
場
合

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
に
規

定
す
る
届
出
義
務
者

一

死
亡
し
、
又
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
場
合

二

法
第
三
条
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

当
該
精
神
保
健
福
祉
士
又
は
同
居
の
親
族
若
し
く
は
法

定
代
理
人

二

法
第
三
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

三

法
第
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

当
該
精
神
保
健
福
祉
士
又
は
法
定
代
理
人

（
新
設
）

様
式
第
二
中
「成

年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

」
を
「精

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
精
神
保
健
福
祉
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

」
に
、「禁

錮 こ

」を「禁
錮

」
に
改
め
る
。
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（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
帳
簿
の
作
成
と
保
存
）

（
帳
簿
の
作
成
と
保
存
）

第
四
十
九
条

指
定
登
録
機
関
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
の
区
分
ご
と
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作

成
し
、
登
録
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
九
条

指
定
登
録
機
関
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
の
区
分
ご
と
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作

成
し
、
登
録
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

各
月
に
お
け
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
九
条
第
二
項
の
報
告
（
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
そ
の
業
務
を
廃
止

し
、
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
前
条
の
報
告
の
件
数

三

各
月
に
お
け
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
則
第
十
九
条
の
報
告
（
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
そ
の
業
務
を
廃
止
し
、
又

は
死
亡
し
た
場
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
前
条
の
報
告
の
件
数

四

（
略
）

四

（
略
）

（
社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

社
会
福
祉
士
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
社
会
福
祉
士
の
養
成
施
設
の
指
定
基
準
）

（
社
会
福
祉
士
の
養
成
施
設
の
指
定
基
準
）

第
三
条

法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
（
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
士
短
期

養
成
施
設
」
と
い
う
。）に
係
る
令
第
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

法
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
養
成
施
設
（
別
表
第
一
及
び
別
表
第
三
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
士
短
期

養
成
施
設
」
と
い
う
。）に
係
る
令
第
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

一

昼
間
課
程
及
び
夜
間
課
程
に
係
る
基
準

イ

入
所
の
資
格
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

入
所
の
資
格
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
法
第
七
条
第

二
号
に
規
定
す
る
基
礎
科
目
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
礎
科
目
」
と
い
う
。）を
修
め
て
卒
業
し
た

者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二

年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
の
三
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
法
第
七
条
第

二
号
に
規
定
す
る
基
礎
科
目
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
基
礎
科
目
」
と
い
う
。）を
修
め
て
卒
業
し
た

者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二

年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
三
年
の
前
期
課
程
を
含
む
。）に
お
い
て
基
礎
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
基
づ
く

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信

に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く
。）そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
施
行
規
則
第
一
条
の
三
第
五
項
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
法
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設

（
以
下
「
指
定
施
設
」
と
い
う
。）に
お
い
て
一
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

学
校
教
育
法
に
基
づ
く
短
期
大
学
（
修
業
年
限
が
三
年
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
同
法
に
基
づ
く
専
門

職
大
学
の
三
年
の
前
期
課
程
を
含
む
。）に
お
い
て
基
礎
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
基
づ
く

専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
つ
て
は
、
修
了
し
た
者
）（
夜
間
に
お
い
て
授
業
を
行
う
学
科
又
は
通
信

に
よ
る
教
育
を
行
う
学
科
を
卒
業
し
又
は
修
了
し
た
者
を
除
く
。）そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
五
項
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、
法
第
七
条
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
施
設

（
以
下
「
指
定
施
設
」
と
い
う
。）に
お
い
て
一
年
以
上
相
談
援
助
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
九
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。た
だ
し
、

第
十
一
条
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
様
式
第
十
一
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。）の
規
定
及
び
次
条
第
三
項
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十
一
条
（
同
令
第
四
十
二
条
の
次
に
次
の

二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
令
様
式
第
八
号
の
改
正
規
定
に
限
る
。）、
第
十
六
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
四
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
同
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
九
十
条
の
規
定
（
職
業
能
力
開
発
促
進
法（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）第
三
十
条
第
六
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。）

の
施
行
前
に
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
係
る
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
様
式
第
十
一
号
に
か
か
わ
ら
ず
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




